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渡

邉

智

明

は
じ
め
に

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
管
理
す
る
ル
ー
ル
は
、
例
え
ば
Ｗ
Ｔ
Ｏ

（
国
際
貿
易
機
関
）
の
よ
う
に
国
家
を
メ
ン
バ
ー
と
す
る
国
際
機
構
だ

け
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
今
日
で
は
、
国
家
の
み
な
ら

ず
、
多
国
籍
企
業
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
な
ど
多
様
な
非
国
家
主
体
が
グ
ロ
ー
バ

ル
・
レ
ベ
ル
の
ル
ー
ル
形
成
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
国
際

政
治
学
は
、
長
ら
く
多
国
間
条
約
を
核
と
す
る
国
際
制
度
を
中
心
に
議

論
を
展
開
し
て
き
た
が
、
今
日
で
は
非
国
家
主
体
が
中
心
と
な
っ
て
構

築
し
て
き
た
ル
ー
ル
や
制
度
に
つ
い
て
も
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る１

）
。

特
に
グ
ロ
ー
バ
ル
市
場
に
お
い
て
、
各
国
で
経
済
ル
ー
ル
や
標
準
規

格
が
異
な
る
状
況
は
、
国
境
を
超
え
て
活
動
す
る
多
く
の
企
業
に
影
響

す
る
こ
と
か
ら
、
近
年
で
は
国
際
標
準
化
を
め
ぐ
る
議
論
が
さ
か
ん
に

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
標
準
化
に
関
し
て
は
、
技
術
的
な
観
点
か
ら

検
討
す
る
先
行
研
究
が
存
在
す
る
も
の
の
、
政
治
的
側
面
は
後
景
に
退

い
て
い
て
、
断
片
的
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
こ
れ
ま
で
国

際
政
治
と
い
う
点
か
ら
十
分
に
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
標
準
化
の
よ
う
な
グ
ロ
ー
バ
ル
な
民
間
ル
ー
ル
形

成
過
程
は
、
単
に
専
門
家
の
技
術
的
な
知
識
が
波
及
し
て
い
く
過
程
と

い
う
よ
り
も
、
各
国
の
制
度
が
国
際
レ
ベ
ル
に
お
け
る
ア
ク
タ
ー
の
利

害
表
出
や
戦
略
を
左
右
し
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
国
家

の
位
置
に
影
響
を
与
え
る
政
治
の
過
程
と
し
て
捉
え
、
そ
の
動
態
を
描

き
出
し
た
の
が
本
書
で
あ
る２

）
。

著
者
で
あ
る
テ
ィ
ム
・
ビ
ュ
ー
テ
は
、
国
際
会
計
を
は
じ
め
と
す
る

グ
ロ
ー
バ
ル
な
民
間
ル
ー
ル
に
つ
い
て
研
究
を
行
っ
て
い
る
政
治
学
者

で
あ
り
、
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
マ
ッ
ト
リ
は
、
国
際
政
治
経
済
学
の
視
点
か
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ら
、
グ
ロ
ー
バ
ル
規
制
に
関
す
る
理
論
的
な
研
究
を
行
っ
て
き
た３

）
。
彼

ら
の
著
し
た
本
書
は
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
様
相
が
最
も
強
く

表
れ
る
経
済
領
域
に
お
い
て
、
市
場
の
求
め
る
経
済
的
、
技
術
的
合
理

性
に
基
づ
く
結
果
と
し
て
特
定
ル
ー
ル
の
収
斂
を
見
る
の
で
は
な
く
、

そ
の
ル
ー
ル
を
め
ぐ
っ
て
国
内
制
度
や
国
際
組
織
と
い
う
ア
リ
ー
ナ
が

ア
ク
タ
ー
に
如
何
な
る
形
で
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
、
と
い
う
政
治
学

的
な
視
点
を
提
起
し
た
と
い
う
特
色
が
あ
る
。
ま
た
、
本
書
は
、
複
数

の
事
例
を
対
象
と
し
た
各
国
比
較
の
実
証
的
研
究
で
あ
り
、
専
ら
国
際

レ
ベ
ル
に
焦
点
を
当
て
、
機
能
主
義
的
な
見
方
に
偏
り
が
ち
な
グ
ロ
ー

バ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
研
究４

）
に
対
し
て
も
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。

一

本
書
の
内
容

九
つ
の
章
と
三
つ
の
資
料
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
本
書
は
、
グ
ロ
ー

バ
ル
市
場
の
規
制
に
関
す
る
民
間
機
関
（p

riv
a
te in

stitu
tio
n

）
に
つ

い
て
の
体
系
的
な
分
析
を
提
示
す
る
と
と
も
に
、
Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｂ
（
国
際
会

計
基
準
審
議
会
）、
Ｉ
Ｓ
Ｏ
（
国
際
標
準
化
機
構
）、
Ｉ
Ｅ
Ｃ
（
国
際
電

気
標
準
会
議
）
と
い
う
三
つ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
レ
ベ
ル
の
民
間
ル
ー
ル

に
つ
い
て
実
証
的
な
分
析
を
行
っ
て
い
る
。

第
一
章
「
世
界
経
済
に
お
け
る
民
間
規
制
の
台
頭
」
で
は
、
こ
れ
ま

で
の
関
連
分
野
の
研
究
動
向
を
検
討
し
、
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
本
書
の
議
論
の
二
つ
の
出
発
点
が
示
さ
れ
る
。
第

一
に
、グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
過
程
に
お
い
て
要
請
さ
れ
て
い
る
標
準
化
が
、

政
治
的
な
性
格
を
帯
び
て
い
る
点
で
あ
る
。
第
二
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な

レ
ベ
ル
の
国
内
の
標
準
化
に
関
わ
る
関
係
機
関
の
重
要
性
で
あ
る
。
彼

ら
に
よ
れ
ば
、
技
術
的
専
門
性
や
財
政
的
資
源
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
レ

ベ
ル
の
標
準
化
ル
ー
ル
へ
の
関
与
の
成
否
を
説
明
す
る
必
要
条
件
で
は

な
い
。
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
（
利
害
当
事
者
）
の
選
好
を
集
約
し
、
時

宜
に
か
な
っ
た
情
報
を
提
供
し
て
国
内
の
標
準
化
関
係
機
関
に
優
位
を

与
え
る
国
内
制
度
が
重
要
な
の
で
あ
る
（
一
一

一
三
頁
）。

第
二
章
、
第
三
章
で
は
、
本
書
の
理
論
的
な
枠
組
み
に
つ
い
て
議
論

を
展
開
し
て
い
る
。
第
二
章
で
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
規
制
の
分
類
を
行

い
、本
書
の
対
象
で
あ
る
民
間
ル
ー
ル
の
位
置
づ
け
を
確
認
し
て
い
る
。

著
者
た
ち
は
、
横
軸
で
、
多
国
間
条
約
な
ど
国
際
制
度
で
あ
る「
公
的
」

な
も
の
か
、「
私
的
（
民
間
）」
制
度
か
、
と
い
う
ル
ー
ル
形
成
文
脈
で

あ
る
制
度
的
配
置
を
区
分
す
る
。
そ
し
て
、
縦
軸
に
、
特
定
の
規
格
に

則
っ
た
製
品
が
市
場
を
占
有
し
、
結
果
と
し
て
特
定
の
規
格
が
グ
ロ
ー

バ
ル
標
準
と
な
る
か
、
あ
る
い
は
そ
う
で
な
い
か
と
い
っ
た
「
市
場
」
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「
非
市
場
」
二
つ
の
「
選
別
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
を
設
定
す
る
（
一
九
頁
）。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、「
公
的
」
で
「
非
市
場
」
に
設
定
さ
れ
た
ル
ー
ル
（
類

型
Ⅰ
）
は
、
地
球
温
暖
化
に
関
す
る
京
都
議
定
書
な
ど
が
該
当
す
る
。

ま
た
、「
公
的
」
で
あ
り
「
市
場
」
に
基
づ
い
た
国
際
標
準
設
定
は
、
未

だ
競
合
関
係
に
あ
る
が
、Ｆ
Ａ
Ｏ

国
連
食
糧
農
業
機
関
）╱
Ｗ
Ｈ
Ｏ（
世

界
保
健
機
関
）
の
食
品
規
格
で
あ
る
コ
ー
デ
ッ
ク
ス
と
生
物
多
様
性
条

約
カ
ル
タ
ヘ
ナ
議
定
書
の
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る（
類
型
Ⅱ
）。他
方
で
、

「
民
間
」
標
準
が
、
市
場
支
配
力
を
通
じ
て
グ
ロ
ー
バ
ル
標
準
と
な
る

事
例
（
類
型
Ⅲ
）
と
し
て
、
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
社
の
Ｏ
Ｓ
で
あ
るW

in
-

d
o
w
s

が
あ
る
。
そ
し
て
、「
非
市
場
的
」
な
「
民
間
」
制
度
の
場
で
グ

ロ
ー
バ
ル
な
標
準
を
形
成
し
て
い
る
の
が
、
本
書
で
検
討
さ
れ
る
Ｉ
Ｓ

Ｏ
な
ど
の
標
準
規
格
で
あ
る
（
三
三
頁
）。

次
い
で
、
分
析
枠
組
み
が
展
開
さ
れ
る
の
が
、
第
三
章
で
あ
る
。
彼

ら
は
、
国
際
レ
ベ
ル
の
標
準
化
に
対
し
て
国
内
制
度
が
ど
の
よ
う
に
影

響
を
与
え
う
る
か
と
い
う
相
互
作
用
に
関
し
て
、「
制
度
的
相
補
性

in
stitu

tio
n
a
l co

m
p
lem

en
ta
rities

）」
と
い
う
理
論
を
提
示
す
る
。

彼
ら
に
よ
れ
ば
、
国
内
制
度
に
は
、
階
統
的
な
も
の
と
分
権
的
な
も
の

が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
①
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
選
好
の
集
約
、

②
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
対
し
て
適
切
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
の
情
報
の
伝

播
と
い
う
点
で
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
レ
ベ
ル
の
標
準
化
に
影
響
を
与
え
る

と
い
う
（
四
八

五
二
頁
）。
す
な
わ
ち
、
階
統
的
な
制
度
で
は
、
頂
上

機
構
の
下
、
特
定
下
位
分
野
ご
と
の
委
員
会
、
そ
の
下
の
作
業
部
会
、

さ
ら
に
個
別
の
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
間
で
、
意
見
集
約
と
活
動
の
調

整
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
国
内
制
度
の
下
で
は
、
標
準
化
に
関
わ
る

機
関
は
、
多
様
な
主
体
の
選
好
を
集
約
す
る
こ
と
が
で
き
、
一
つ
の「
声

（v
o
ice

）」を
国
際
レ
ベ
ル
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
で
、
そ
の
国
が
国
際
制

度
に
お
い
て
影
響
力
を
持
ち
う
る
と
い
う
。
さ
ら
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・

レ
ベ
ル
に
お
け
る
標
準
化
を
め
ぐ
っ
て
入
手
さ
れ
た
情
報
が
共
有
さ

れ
、
国
際
的
動
向
に
影
響
を
受
け
る
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
が
速
や
か
に

こ
の
情
報
に
接
し
、
課
題
形
成
に
早
く
か
ら
関
与
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
逆
に
、
国
際
レ
ベ
ル
で
国
の
代
表
が
存
在
す
る

も
の
の
、
特
定
分
野
の
標
準
化
に
関
わ
る
機
関
が
一
つ
で
は
な
く
、
さ

ら
に
、
そ
の
分
野
を
含
む
多
元
的
な
領
域
で
標
準
化
を
推
進
し
て
い
る

主
体
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
標
準
化
を
め
ぐ
っ
て
競
合
関
係
が
生
じ

る
。
こ
の
場
合
、
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
選
好
集
約
が
容
易
で
な
い
上

に
、国
際
レ
ベ
ル
に
お
け
る
標
準
化
の
議
論
や
動
き
に
関
す
る
情
報
が
、

ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
間
で
十
分
に
共
有
さ
れ
ず
、
結
果
と
し
て
、
国

際
レ
ベ
ル
の
議
論
に
お
い
て
主
導
権
を
失
う
と
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
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る
。第

四
章
以
降
で
は
、第
三
章
で
提
起
し
た
分
析
枠
組
み
に
基
づ
い
て
、

グ
ロ
ー
バ
ル
な
民
間
規
制
な
具
体
的
事
例
を
検
討
し
て
い
る
。

第
四
章
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
金
融
市
場
に

お
け
る
国
際
会
計
制
度
で
あ
る
Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｂ
で
あ
る
。
こ
こ
で
確
認
さ
れ

た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
の
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ（
ア
メ
リ
カ
財
務
会
計
基
準
評
議
会
）

を
頂
上
組
織
と
し
た
階
統
的
な
国
内
制
度
で
あ
り
、
そ
の
た
め
グ
ロ
ー

バ
ル
・
レ
ベ
ル
の
規
制
と
親
和
性
が
高
い
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

よ
う
な
国
内
制
度
と
の
Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｂ
の
一
致
が
、
ア
メ
リ
カ
企
業
に
国
際

レ
ベ
ル
で
影
響
を
行
使
す
る
強
い
立
場
を
与
え
て
い
る
と
い
う
。
こ
れ

と
対
照
的
に
、
Ｅ
Ｕ
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
国
内
で
も
複
数
の
標
準
が
存
在

す
る
こ
と
に
加
え
、
イ
ギ
リ
ス
と
ド
イ
ツ
の
財
務
会
計
制
度
の
違
い
が

存
在
し
て
お
り
、
こ
の
点
が
ア
メ
リ
カ
に
対
し
て
Ｅ
Ｕ
が
標
準
化
策
定

に
お
け
る
不
利
を
招
い
て
い
る
と
し
て
い
る
。

第
五
章
「
国
際
会
計
報
告
の
基
準
設
定
の
政
治
」
は
、
フ
ラ
ン
ス
そ

し
て
、
ド
イ
ツ
、
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
の
主
要
株
式
市
場
の
企
業
Ｃ

Ｆ
Ｏ
（
最
高
財
務
責
任
者
）
や
財
務
担
当
者
合
わ
せ
て
七
四
九
名
の
質

問
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
を
行
っ
て
、
第
四
章
で
行
っ
た
分
析
に
つ
い

て
検
討
を
行
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
企
業
の
規
模
の
ほ
か
、
本
書
で

鍵
と
な
る
国
際
レ
ベ
ル
に
お
け
る
標
準
化
に
関
連
し
た
情
報
の
入
手
の

タ
イ
ミ
ン
グ
に
つ
い
て
も
質
問
が
な
さ
れ
、
こ
の
項
目
と
の
高
い
相
関

関
係
が
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

第
六
章
で
は
、
制
度
的
相
補
性
と
い
う
視
角
か
ら
、
グ
ロ
ー
バ
ル
製

品
市
場
へ
向
け
た
Ｉ
Ｓ
Ｏ
、Ｉ
Ｅ
Ｃ
標
準
化
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。

製
品
規
格
の
分
野
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
標
準
化
を
め
ぐ
る
国
内
制
度
が

分
権
的
で
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
Ａ
Ｓ
Ｉ（
ア
メ
リ
カ
規
格
協
会
）

の
下
に
は
Ａ
Ｓ
Ｔ
Ｍ
（
ア
メ
リ
カ
材
料
試
験
協
会
）
を
含
む
三
つ
の
組

織
が
、
そ
れ
ぞ
れ
標
準
化
を
め
ぐ
っ
て
競
合
す
る
関
係
に
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
は
、
Ｂ
Ｓ
Ｉ
（
イ
ギ
リ
ス
規
格
協
会
）
が
イ
ギ

リ
ス
の
標
準
化
に
つ
い
て
、
階
統
的
で
あ
り
規
格
が
競
合
す
る
こ
と
は

な
か
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
特
徴
は
、
ド
イ
ツ
な
ど
の
場

合
に
も
同
様
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
間
の
調
整
を
容
易

に
し
、
結
果
と
し
て
Ｅ
Ｕ
の
製
品
規
格
を
め
ぐ
る
影
響
力
を
強
化
し
て

い
る
と
す
る
。

第
七
章
で
は
、
ア
メ
リ
カ
そ
し
て
、
ド
イ
ツ
、
ス
ペ
イ
ン
、
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
、
イ
ギ
リ
ス
の
五
か
国
の
化
学
や
鉄
鋼
製
品
な
ど
五
つ
の
産
業
分

野
の
一
三
八
五
一
名
を
対
象
と
し
て
、
第
六
章
の
考
察
の
妥
当
性
を
検

証
し
て
い
る
。
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第
八
章
、
第
九
章
に
お
い
て
学
際
的
な
含
意
に
触
れ
、
結
論
を
提
示

し
て
い
る
。
第
八
章
で
は
、
制
度
的
相
補
性
に
つ
い
て
三
つ
の
点
を
指

摘
し
て
い
る
。
一
つ
に
は
、
歴
史
的
な
経
緯
で
あ
る
。
著
者
ら
に
よ
れ

ば
、
階
統
的
な
制
度
は
、
本
来
的
に
、
分
権
的
な
も
の
に
対
し
て
優
れ

た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。
ま
た
、
経
済
的
な
統
合
が
制
度
化
さ
れ
た

グ
ロ
ー
バ
ル
な
ル
ー
ル
形
成
を
必
ず
伴
う
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
国
際

制
度
は
多
様
で
各
国
の
代
表
で
な
く
産
業
、
企
業
ご
と
等
代
表
原
理
が

異
な
る
も
の
が
あ
る
こ
と
に
も
触
れ
て
い
る
。
本
章
は
、
次
に
、
国
際

政
治
学
、
政
治
学
、
社
会
学
、
法
学
、
経
済
学
に
対
し
て
の
示
唆
に
つ

い
て
言
及
す
る
。
国
際
政
治
学
な
観
点
か
ら
言
え
ば
、
す
で
に
国
内
合

意
の
形
成
を
左
右
す
る
も
の
と
し
て
制
度
の
重
要
性
は
指
摘
さ
れ
て
い

る
が
、
本
書
で
は
、
さ
ら
に
国
家
が
、
ゼ
ロ
・
サ
ム
的
な
配
分
問
題
い

わ
ゆ
る
相
対
的
利
得
を
め
ぐ
る
懸
念
に
直
面
し
た
場
合
で
も
、「
国
内
制

度
が
、
国
際
レ
ベ
ル
に
お
け
る
帰
結
の
重
要
な
決
定
要
因
で
あ
り
、
パ

ワ
ー
の
源
泉
」（
一
九
六
頁
）
と
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、

従
来
の
民
間
規
制
を
め
ぐ
る
議
論
が
、
多
国
籍
企
業
と
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
い
う

構
図
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
民
間
の
グ
ロ
ー
バ
ル
規

制
の
形
成
過
程
に
お
け
る
帰
結
を
説
明
し
た
意
義
を
強
調
し
て
い
る
。

こ
の
他
、
例
え
ば
社
会
学
に
対
し
て
は
、「
同
型
化
（iso

m
o
rp
h
ism

）」

の
説
明
と
の
補
完
的
な
議
論
と
な
る
点
な
ど
、
多
岐
に
わ
た
る
示
唆
に

言
及
し
て
い
る
。

本
章
の
最
後
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
第
九
章
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・

ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
連
し
て
、
国
内
制
度
と
国
際
制
度
の
一
致
の
た
め
の

制
度
改
革
と
私
的
ル
ー
ル
形
成
に
関
わ
る
正
統
性
の
問
題
を
論
じ
て
い

る
。
正
統
性
に
関
し
て
は
、
Ｉ
Ｓ
Ｏ
、
Ｉ
Ｅ
Ｃ
に
お
け
る
非
商
業
的
な

ア
ク
タ
ー
が
ほ
と
ん
ど
排
除
さ
れ
て
い
る
問
題
点
に
つ
い
て
言
及
し
て

い
る
。

二

グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
に
お
け
る
民
間
規
制
の
進
展
と
国
家

以
上
の
よ
う
な
内
容
を
持
つ
本
書
は
、
二
つ
の
観
点
か
ら
グ
ロ
ー
バ

ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
議
論
へ
の
貢
献
を
評
価
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
考
え
る
。

第
一
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
が
形
成
さ
れ
る
過
程
に
つ

い
て
体
系
的
で
政
治
学
的
な
理
論
に
よ
っ
て
説
明
を
行
っ
た
点
で
あ

る
。
著
者
ら
の
分
析
し
た
ル
ー
ル
形
成
過
程
は
、
専
門
家
の
フ
ォ
ー
ラ

ム
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、特
定
の
標
準
化
が
優
位
を
構
築
す
る
の
は
、

技
術
的
・
科
学
的
な
観
点
か
ら
理
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
本
書
で
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は
そ
の
政
治
的
性
格
を
強
調
し
、
あ
る
標
準
が
採
用
さ
れ
、
勝
者
と
敗

者
を
生
む
政
治
過
程
と
い
う
側
面
に
着
目
す
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
。

た
だ
し
重
要
な
の
は
、
本
書
が
、
単
に
大
国
の
パ
ワ
ー
の
反
映
と
し
て

グ
ロ
ー
バ
ル
・
レ
ベ
ル
の
標
準
化
を
理
解
し
て
い
る
の
で
は
な
い
点
で

あ
る
。
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
、
時
に
ア
メ
リ
カ
ニ
ゼ
ー
シ
ョ
ン

と
し
て
捉
え
ら
れ
る
側
面
を
有
し
て
い
る
が
、
問
題
と
な
る
の
は
、
そ

の
よ
う
な
国
家
の
選
好
を
グ
ロ
ー
バ
ル
・
レ
ベ
ル
に
反
映
さ
せ
る
こ
と

を
可
能
に
し
た
条
件
で
あ
る
。
例
え
ば
、
本
書
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る

ド
レ
ツ
ナ
ー
は
、
大
国
特
に
ア
メ
リ
カ
、
Ｅ
Ｕ
が
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
の

ル
ー
ル
形
成
に
お
け
る
主
要
ア
ク
タ
ー
で
あ
り
、
し
ば
し
ば
国
内
（
域

内
）
の
既
存
の
枠
組
み
を
、
他
国
に
遵
守
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
い
う
点

を
指
摘
す
る５

）
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
書
に
よ
れ
ば
、
国
内
制
度
の
あ
り

方
が
国
内
の
標
準
化
を
グ
ロ
ー
バ
ル
な
レ
ベ
ル
へ
と
投
射
さ
せ
る
影
響

力
を
高
め
、そ
の
結
果
と
し
て
そ
の
国
の
企
業
に
有
利
な
地
位
を
与
え
、

グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
お
け
る
そ
の
国
の
パ
ワ
ー
を
強
め
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
本
書
の
「
制
度
的
相
補
性
」
の

理
論
は
、
Ｅ
Ｕ
と
ア
メ
リ
カ
が
異
な
る
分
野
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

標
準
化
の
過
程
で
優
位
を
占
め
て
い
く
過
程
と
い
う
「
差
異
」
の
説
明

と
し
て
、
説
得
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
本
書
は
、
第
二
に

グ
ロ
ー
バ
ル
な
民
間
規
制
の
形
成
過
程

に
関
す
る
実
証
研
究
と
い
う
点
で
も
大
き
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
。
本

書
は
、
単
に
理
論
的
な
一
貫
性
を
持
つ
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
民
間
規

制
の
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
レ
ベ
ル
の
標
準
化
に
関
す

る
態
度
な
ど
を
、
数
百
名
に
の
ぼ
る
関
係
者
に
対
す
る
質
問
調
査
を
通

じ
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
本
書
の
広
範
な
調
査
は
、
理
論
の
頑
健
性

に
関
す
る
検
証
の
素
材
と
い
う
意
味
だ
け
で
な
く
、
極
め
て
限
定
な
ア

ク
セ
ス
し
か
得
ら
れ
な
い
専
門
家
会
議
と
い
う
ア
リ
ー
ナ
に
対
す
る
ス

テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
関
心
と
国
内
関
係
機
関
の
影
響
力
に
対
す
る
理
解

を
深
め
る
こ
と
に
資
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
散

見
し
た
断
片
的
、
記
述
的
な
資
料
に
対
し
て
、
多
国
間
比
較
に
基
づ
く

統
計
的
な
資
料
を
通
じ
て
一
般
的
な
動
向
が
理
解
で
き
る
と
よ
う
に

な
っ
て
い
る
点
も
非
常
に
価
値
が
高
い
と
言
え
よ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
意
義
を
持
つ
本
書
に
、
問
題
点
、
論
点
が

な
い
訳
で
は
な
い
。

第
一
に
、
本
書
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
ル
ー
ル
」
の
定
義
で
あ
る
。

著
者
が
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
本
書
で
は
、「
規
制
（reg

u
la
tio
n
s

）」

「
ル
ー
ル
（ru

les

）」「
標
準
（sta

n
d
a
rd
s

）」
を
ほ
ぼ
相
互
に
言
い
換

え
が
可
能
な
も
の
と
し
て
使
用
し
て
い
る（
一
七
頁
）。
し
か
し
、
厳
密
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に
い
え
ば
、
こ
れ
ら
の
ル
ー
ル
の
指
す
内
容
や
そ
れ
に
伴
う
ア
ク
タ
ー

へ
の
強
制
の
度
合
い
は
か
な
り
異
な
る
。
ま
た
、「
標
準
」は
そ
の
定
式

化
部
分
だ
け
を
切
り
離
し
て
理
解
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

第
二
に
、
民
間
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ル
ー
ル
と
政
府
と
の
関
係
で
あ
る
。

こ
れ
は
さ
ら
に
、
①
政
府
が
民
間
規
制
ル
ー
ル
に
影
響
を
及
ぼ
そ
う
と

す
る
動
き
と
、
②
民
間
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ル
ー
ル
と
国
際
制
度
と
の
関
係
、

と
い
う
さ
ら
に
二
つ
の
論
点
に
分
け
て
考
え
ら
れ
る
。
本
書
で
も
し
ば

し
ば
言
及
す
る
よ
う
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
中
で
、
各
国
政
府
は
、
こ

の
よ
う
な
民
間
主
導
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ル
ー
ル
の
形
成
過
程
に
関
わ
り

を
深
め
て
い
る
。
標
準
化
が
最
終
的
な
決
定
を
迎
え
る
前
に
、
政
府
が

決
定
過
程
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ

の
よ
う
な
公
的
で
強
い
履
行
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
有
す
る
ア
リ
ー
ナ
に
お
い

て
、
異
な
る
ル
ー
ル
形
成
を
は
か
る
こ
と
な
ど
を
通
じ
て
自
国
の
産
業

界
の
利
害
を
国
際
レ
ベ
ル
に
反
映
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
も
想
定
さ
れ

る
。
Ｅ
Ｕ
を
は
じ
め
と
す
る
各
国
政
府
は
、
自
国
の
産
業
競
争
力
に
与

え
る
影
響
に
鑑
み
、
様
々
な
形
で
標
準
化
ル
ー
ル
の
形
成
過
程
に
影
響

を
及
ぼ
そ
う
と
し
て
お
り
、
国
際
政
治
の
観
点
か
ら
国
際
標
準
化
を
理

解
す
る
こ
と
も
必
要
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
る６

）
。
ま
た
、
グ
ロ
ー
バ
ル

な
ル
ー
ル
形
成
や
そ
の
効
果
は
、
必
ず
し
も
特
定
の
ア
リ
ー
ナ
だ
け
完

結
し
な
い
で
あ
ろ
う
。「
制
度
間
相
互
作
用７

）
」の
議
論
が
提
示
し
た
、
国

際
制
度
間
の
複
雑
な
相
互
作
用
を
射
程
に
入
れ
た
考
察
が
、
必
要
に

な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
Ｅ
Ｕ
の
廃
棄
物
・
リ
サ
イ
ク
ル
政

策
は
、
メ
ー
カ
ー
に
廃
棄
段
階
に
及
ぶ
環
境
配
慮
設
計
を
求
め
る
「
拡

大
生
産
者
責
任
」
と
の
関
係
に
お
い
て
、
民
間
ル
ー
ル
と
の
相
互
作
用

を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。
国
家
が
中
心
と
な
る

国
際
制
度
と
非
国
家
ア
ク
タ
ー
が
中
心
と
な
る
標
準
化
が
、
ど
の
よ
う

な
関
係
を
構
築
し
て
い
く
か
は
、
こ
れ
か
ら
の
課
題
で
あ
る
と
言
え
よ

う
。
本
書
の
議
論
か
ら
す
れ
ば
や
や
外
在
的
で
あ
る
が
、
今
後
問
わ
れ

て
く
る
点
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

グ
ロ
ー
バ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
問
題
を
考
え
る
上
で
、
民
間
規
制
は

ま
す
ま
す
そ
の
存
在
感
を
増
し
て
い
る
。
ど
の
よ
う
な
ル
ー
ル
が
形
成

さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
は
、
自
国
の
ル
ー
ル
と
の
「
調
整
コ
ス
ト
」
に

関
わ
り
、
そ
の
国
の
産
業
政
策
や
ひ
い
て
は
経
済
的
パ
ワ
ー
に
大
き
く

影
響
す
る
。
だ
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
の
質
的
・
量
的
拡
大
の
中
で
、

国
家
は
、
及
ぼ
し
う
る
影
響
力
を
相
対
的
に
失
い
つ
つ
あ
る
こ
と
は
否
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定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
法
的
な
意
味
で
の
強
制
力
を
持
た
な

い
民
間
ル
ー
ル
が
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
の
「
統
治
」
を
担
っ
て
い
る
現
実

も
否
定
で
き
な
い
。
本
書
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
多
様
な

ル
ー
ル
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
現
実
を
改
め
て
認
識
さ
せ
る
も
の

で
あ
る
。
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展
の
中
で
、
本
書
の
よ
う
に

理
論
面
、
実
証
面
か
ら
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
動
態
を
析
出
し
た
研
究
は
、
今

後
の
研
究
に
極
め
て
大
き
な
意
味
を
持
つ
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。

注（
１
）
山
田
高
敬
「
多
国
間
主
義
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私
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レ
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マ
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・
プ
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際
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〇
八
年
、
第
一
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。
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２
）
管
見
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限
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る
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な
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介
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（
３
）
テ
ィ
ム
・
ビ
ュ
ー
テ
は
、
デ
ュ
ー
ク
大
学
政
治
学
部
准
教
授
。

ウ
ォ
ル
タ
ー
・
マ
ッ
ト
リ
は
、
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
セ
ン
ト
・

ジ
ョ
ー
ン
ズ
・
カ
レ
ッ
ジ
政
治
学
フ
ェ
ロ
ー
お
よ
び
同
大
学
国
際

政
治
経
済
学
教
授
で
あ
る
（
肩
書
き
は
い
ず
れ
も
執
筆
当
時
）。

（
４
）
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
機
能
主
義
の
文
脈
の
中
で
、
政
治
的
側
面
が
希

薄
化
し
て
い
く
点
に
留
意
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
指
摘
は
、
遠
藤

乾
編
『
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
思
想
と
歴
史
』
有
斐
閣
、
二

〇
一
〇
年
、
序
章
。

（
５
）D

a
n
iel W

.
D
rezn

er,
A
ll P

olitics is G
lobal:

E
xplain

in
g

 
R
egu

latory R
egim

es
(P
rin
ceto

n
,
N
.J.:

P
rin
ceto

n U
n
iv
er-

sity P
ress,

2007),
p
.
56.

（
６
）
こ
の
よ
う
な
Ｅ
Ｕ
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
臼
井
陽
一
郎「
Ｅ
Ｕ
の

標
準
化
戦
略
と
規
制
力
」
遠
藤
乾
・
鈴
木
一
人
編
『
Ｅ
Ｕ
の
規
制
政

策
』
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
一
二
年
、
第
四
章
、
を
参
照
。

（
７
）

制
度
間
相
互
作
用
」
に
つ
い
て
は
、S

eb
a
stia

n
 
O
b
erth

u
r

 
a
n
d
 
T
h
o
m
a
s G

eh
rin
g
,
ed
s.,

In
tern

ation
al
 
In
teraction

 
an
d
 
G
lobal E

n
viron

m
en
tal G

overn
an
ce:

S
yn
ergy

 
an
d

 
C
on
flict am

on
g
 
In
tern

ation
al an

d
 
E
U
 
P
olicies

(C
a
m
-

b
rid
g
e,
M
.A
.:
M
IT
 
P
ress,

2006)

な
ど
を
参
照
。

【
附
記
】
本
稿
は
、
平
成
二
十
四
年
度
科
学
研
究
費
・
若
手
研
究

Ｂ
）「
環
境

規
格
の
国
際
標
準
化
を
め
ぐ
る
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
研
究
」（
課
題
番
号
二
四

七
三
〇
一
四
五
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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